
内　　容 変　更　点

＊男女共通 ○男女共通に変更

○前髪は目にかからない ○前髪の長さを「眉を超えない」から「目にかからない」に変更

　　目にかかる場合はとめるかくくる

○後ろ髪は肩にかからない ○後ろ髪の長さを「襟」から「肩」に変更

　　肩にかかる場合はくくる（くくったときの長さは腰の位置までとする） ○くくったときの長さの限界を「セーラーの後ろ襟の下まで」から「腰の位置まで」に変更

○ヘアピン・ヘアゴムの色は　黒・紺・茶　とする 　　　　　　

○パーマ・毛染め・整髪料の使用は禁止する

○眉は極端に剃らない ○眉ぞりを「禁止」から「極端に剃らない」に変更

※その他、個人的な事情については個別に対応する（ストレートパーマ等）

内　　容 変　更　点

＊男女共通　　＊夏季・冬季の指定なし（衣替えなし） ○男女共通に変更

○上衣と下衣の組み合わせは自由とする ○上衣と下衣の組み合わせを自由にする

　上衣　Ａ）黒の標準学生服、白のカッターシャツ

　　　　Ｂ）学校指定の黒または白のセーラー服

　　　　Ｃ）白のカッターシャツ

　　　　※標準学生服、セーラー服の下、白のカッターシャツの上に、ベスト、トレーナー、

　　　　　セーター、カーディガンの着用可

　　　　　・首がかくれないもので、丈は腰程度、袖は手首までとする ○丈、袖の長さを規定

　　　　　・無地（ワンポイント可）　色は　黒・白・紺・灰・ベージュ

　　　　※セーラー服の上にカーディガンのみ着用可とし、その場合はスカーフの下で前を ○「セーラー服の上にカーディガンのみ着用可」を追加

　　　　　留めることとする

　下衣　Ａ）学校指定の黒または紺のスカート（スカート丈は膝がかくれる程度とする）

　　　　Ｂ）黒の標準学生ズボン、ベルト（色は黒、派手でないもの）

○肌着を着用する。

　無地（ワンポイント可）　色は　白・黒・紺・灰・ベージュ ○色を追加（従来は白のみ）

○名札は校内のみ、左胸につける ○校内のみの使用に変更

内　　容 変　更　点

○無地（ワンポイント可）　色は　白・黒・紺・灰　 ○色を追加（従来は白のみ・冬季は黒も可）

○長さは　くるぶしよりも上、ひざよりも下とする ○長さ表記を変更（従来は膝下1/2程度）

○ストッキング、タイツ、レギンス、スパッツの着用可

　　※レースや模様のないもの　色は　黒・ベージュ

内　　容 変　更　点

○かさ、レインコート、防寒着（コート、ジャンパー）の着用可 ○「色柄は派手でないもの」を削除

　　※丈はひざ程度まで　フード付き可

○帽子、マフラー、ネックウォーマー、手袋の着用可

内　　容 変　更　点

〈通学靴〉

○運動靴 ○通学靴の学校指定をなくす

○スノトレ、長靴をはいてもよい ○スノトレの色指定をなくす

〈上履き・体育館シューズ〉

○上履きはVシューズまたは運動靴　色は白 ○上履きに運動靴（白）を追加

○体育館シューズは、学校指定のもの

〈カバン〉

○学校指定のもの（３way、Kバッグ）を使用する

　　※入らない場合は、上記以外を追加することも可（色等の指定なし） ○学校指定以外のカバンの使用を許可

内　　容 変　更　点

○学校指定のトレーニングシャツ・トレーニングパンツ ○特に変更なし

○学校指定の半袖シャツ・クォーターパンツ

　※夏・冬の指定はしない

○外で活動するときは指定の帽子を着用する

内　　容 変　更　点

○キーホルダーは１つのみ付けることを可とする。ただし、大きく派手でないもの。 ○定期入れ、防犯ブザーの扱いを明記

　　※定期入れはキーホルダーに含む　　※防犯ブザーは含まない

（３）雨具・防寒着・防寒具

（４）靴・カバン

（５）体操服

３　その他

令和４年度　校則（頭髪・服装等）一覧　　【変更点つき】

◎運用面での約束事項   　守るための手だて（自治管理）→生徒会と生活委員会で点検する。（校則運用点検を毎月実施する）

１　頭髪

２　服装
（１）制服

（２）靴下


